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厚
生
労
働
省
は
年
内
に
も
美
容

医
療
に
対
す
る
規
制
強
化
策
を
纏

め
る
。
医
学
部
を
卒
業
し
て
２
年

の
臨
床
研
修
終
了
直
後
に
美
容
医

療
界
に
進
む「
直
美（
ち
ょ
く

び
）」
の
若
手
医
師
の
増
加
に
伴

い
健
康
被
害
も
増
え
て
い
る
他
、

美
容
医
療
を
志
す
医
師
の
増
加
の

裏
で
、
外
科
等
の
診
療
科
医
が
不

足
す
る
医
師
偏
在
が
生
じ
て
い
る

為
だ
。
そ
こ
に
は
自
由
診
療
が
基

本
で
、
公
的
健
康
保
険
制
度
に
よ

っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
出
来
な
い
業

界
に
対
す
る
厚
労
省
の
苛
立
ち
↘

も
滲
む
。

美
容
医
療
の
実
施
件
数
は
年
々
増
え
て
い
る
。
２
０
１
９

年
は
約
１
２
３
万
回
だ
っ
た
の
に
対
し
、
22
年
は
３
倍
超
の

約
３
７
３
万
２
０
０
０
回
。
同
年
の
美
容
外
科
の
勤
務
医
数

は
１
２
３
０
人
で
、
こ
ち
ら
は
14
年
前
の
３
倍
超
。
更
に
こ

の
内
５
割
以
上
を
20
～
30
代
の
若
手
が
占
め
る
。
厚
労
省
が

今
年
８
月
、
美
容
外
科
等
を
対
象
に
実
施
し
た
実
態
調
査
に

よ
る
と
、
24
年
度（
４
月
）は
７
・
４
％
の
医
療
機
関
が「
直

美
採
用
」を
し
て
い
た
。
又
、54
・
４
％
は
施
術
に
際
し
て
研

修
や
経
験
年
数
等
の
要
件
を
設
け
て
い
な
か
っ
た
。

美
容
医
療
を
巡
る
ト
ラ
ブ
ル
も
増
加
し
て
い
る
。
23
年
度

に「
危
害
」と
さ
れ
た
相
談（
７
９
６
件
）の
中
で
も
、皮
膚
障

害（
１
３
９
件
）、熱
傷（
91
件
）等
が
目
立
つ
。
全
国
の
保
健

所
か
ら
の
聞
き
取
り
で
は「
施
術
不
良
、
合
併
症
・
後
遺
↘

月
、「
美
容
医
療
の
適
切
な
実
施
に
関
す
る
検
討
会
」を
発
足

さ
せ
、
年
内
に
規
制
対
策
を
纏
め
る
事
に
し
た
。

３
回
目
の
同
検
討
会
が
開
か
れ
た
10
月
18
日
、
厚
労
省
は

美
容
医
療
を
手
掛
け
る
医
療
機
関
に
、
年
に
１
度
、
安
全
管

理
措
置
の
実
施
状
況
を
自
治
体
へ
報
告
し
、
施
術
に
際
し
て

遵
守
す
べ
き
事
を
記
し
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
関
係
学
会
に
作

成
す
る
案
を
提
示
。
概
ね
異
論
は
無
か
っ
た
も
の
の
、
出
席

者
か
ら
は「
安
全
管
理
措
置
」が
本
当
に
実
施
さ
れ
た
の
か

把
握
す
る
手
段
が
無
い
点
等
が
指
摘
さ
れ
た
。
一
方
、
美
容

医
療
界
か
ら
参
加
し
た
久
次
米
秋
人
共
立
美
容
外
科
理
事
長

は「（
現
在
義
務
化
さ
れ
て
い
な
い
）診
療
録
の
記
載
や
保
存

を
し
て
い
な
い
施
設
に
は
、
国
が
罰
則
を
設
け
る
等
す
べ
き

だ
」と
踏
み
込
ん
だ
。

厚
労
省
は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
作
成
等
の
対
策
に
加
え
、
公
的

保
険
が
適
用
さ
れ
る
診
療
に
一
定
期
間
従
事
し
な
い
医
師
に

対
し
て
は
、
医
院
を
開
業
し
て
も
保
険
診
療
を
不
可
と
す
る

仕
組
み
を
検
討
し
て
い
る
。

只
、
同
省
は
こ
の
規
制
を
医
師
の
都
市
部
へ
の
集
中
を
解

消
す
る
偏
在
対
策
と
し
て
打
ち
出
そ
う
と
し
て
い
る
。「
直

美
」に
よ
る
若
手
医
師
の
保
険
外
診
療
へ
の
流
出
が
、
保
険

適
用
さ
れ
る
診
療
科
の
医
師
不
足
を
招
い
て
い
る
か
ら
だ
。

し
か
し
、
自
由
診
療
だ
け
に
、
美
容
医
療
は
保
険
制
度
で
縛

り
を
掛
け
る
事
が
難
し
い
。
過
疎
地
で
の
医
師
不
足
が
深
刻

度
を
増
す
中
、
医
師
の
偏
在
対
策
を
議
論
す
る
同
省
の
別
の

検
討
会
で
は「
偏
在
施
策
と
結
び
付
け
る
べ
き
で
な
い
」と

の
意
見
が
出
て
い
る
。「
捉
え
方
に
よ
っ
て
は
、美
容
整
形
な

ら
都
市
部
で
開
業
出
来
る
と
い
う
誘
導
策
に
な
っ
て
仕
舞
う

可
能
性
が
有
る
」（
今
村
知
明
奈
良
県
立
医
科
大
学
教
授
）と

い
う
訳
だ
。

厚
労
省
は
診
療
報
酬
と
医
療
保
険
制
度
に
よ
っ
て
、
医
療

政
策
を
司
っ
て
来
た
。
其
の
網
の
目
か
ら
漏
れ
、
安
全
性
を

軽
視
し
て
儲
け
て
い
る
一
部
の
美
容
医
に
関
し
て
は
苦
々
し

い
思
い
を
抱
い
て
い
る
。
国
際
所
掌
も
増
加
す
る
中
で
、
同

省
幹
部
は「
強
制
を
伴
う
規
制
は
中
々
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
」

と
言
い
つ
つ
も
、「
健
康
被
害
は
放
置
出
来
な
い
。
や
れ
る
こ

と
は
何
で
も
や
る
」と
話
し
て
い
る
。

症
」
や
契
約
に
関
す
る
ト

ラ
ブ
ル
の
相
談
が
多
く
寄

せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。

又
、
近
年
は
人
体
に
吸

収
さ
れ
な
い「
非
吸
収
性

充
填
剤
」
に
よ
る
豊
胸
術

や
、
糖
尿
病
治
療
薬「
Ｇ

Ｌ
Ｐ
―
１
受
容
体
作
動

薬
」
を
ダ
イ
エ
ッ
ト
用
に

使
う
施
術
が
問
題
化
。
こ
の
豊
胸
術
に
関
し
て
は
、
美
容
医

療
関
係
の
学
会
が「
安
全
性
が
証
明
さ
れ
る
迄
は
実
施
す
べ

き
で
な
い
」と
の
共
同
声
明
を
出
し
て
い
る
他
、
Ｇ
Ｌ
Ｐ
―

１
の
方
は
日
本
肥
満
学
会
が
安
全
・
適
正
使
用
に
関
す
る
談

話
を
出
し
た
程
だ
。
痺
れ
を
切
ら
し
た
厚
労
省
は
今
年
６
↖

第
200
回 「
直
美
」の
増
加
と
健
康
被
害
、
医
師
偏
在
に
ど
う
手
を
打
つ
か


